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プロジェクトについて

本事業を通じて、
『⾃分の好きな活動を⾒つける、⼜は、更に探求することで、

⾃分の「みらい」を「ハッケン」してほしい』
『⼦どもたちが新たな世界・可能性に出会うきっかけに繋げたい』

そんな思いからこのプロジェクト名を付けました。

地域の様々な⼈たちが連携協⼒しながら
すべての⼦どもたちが、多様な体験や学びの機会を得られるよう

⻑野市が⽴ち上げました。

この取り組みを通じて、⼦どもたちが⾃分の好きな活動を⾒つけ、
⾃⼰肯定感を育みながら成⻑できる環境を提供します。

「みらいハッ！ケン」プロジェクト
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このプロジェクトでは、⻑野市に居住する⼩学⽣・中学⽣に、
スポーツや⽂化芸術、⾃然体験、⺠間の各種教室などで利⽤できる

電⼦ポイントを付与します。
皆様と連携し、⼦どもたちが成⻑できる環境を提供していきます。

スポーツ

例）球技、⽔泳、武道・格闘技、ダン
ス・バレエ・舞踊、体操、陸上競技、
ウィンタースポーツ 等

⽂化・芸術

例）⾳楽、アート・造形・⼯作、演
劇・ミュージカル、英会話、習字・書
道、料理、プログラミング 等

⾃然体験

例）キャンプ・⾃然体験、社会体験・
職業体験、レクリエーション 等

※ 学習塾や家庭教師などの学習指導は中学⽣のみ対象となります。
※ フリースクールや発達⽀援・療育などのサービスも対象となります。
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プロジェクト内容



市内に居住している⼩学1年⽣から中学3年⽣までのお⼦様利⽤対象者

約27,000⼈対象者数

⼦ども⼀⼈当たり年間30,000円分ポイント付与額

令和8年4⽉6⽇〜令和9年3⽉31⽇利⽤期間

利⽤先として登録されたスポーツや⽂化芸術、⾃然体験、
⺠間の各種教室（塾や習い事など）利⽤先

パソコンやスマートフォン等のインターネットに接続できる
機器でポイントの利⽤⼿続きを⾏います。
※オンラインでの利⽤⼿続きが難しい⽅は、別の⽅法で利⽤の⼿続きが可能です。

利⽤⽅法

利⽤期間内に提供されるサービス・プログラムに対する
参加費、⽉会費、年会費、⼊会⾦、教材費など

利⽤範囲
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プロジェクト概要

※無料の体験プログラムについては、社会貢献や地域貢献を⽬的としたものは登録を認める場合があります。



参画パートナーとは、⼦どもたちに体験や学びの機会を
提供する法⼈や団体、個⼈のことです。皆さまの参画をお待ちしています！

 本事業の趣旨・⽬的に賛同し、⼦どもたちが⾃分の好きな活動を⾒つけ、⾃⼰肯定感を育みな
がら成⻑できる良質な環境と体験プログラム（または習い事）を提供すること

 利⽤者の安全・安⼼及び健全な育成に相応しい環境を確保していること

 提供するプログラム（サービス）の対象者を特定の個⼈に限定せず、⼀般の利⽤を受け付けて
いること

 活動中（サービス提供中）の事故やけがの発⽣に細⼼の注意を払い、万が⼀事故発⽣時は、傷
害・賠償等の保証を担保すること

 「実施要綱」並びに「参画パートナー規約」 、「参画パートナー募集要項」を遵守すること

参画パートナーの主な要件
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※主な要件のみ記載しています。詳細は「参画パートナー募集要項」等を必ずご確認ください。

参画パートナーとは
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参画パートナー

 習い事と体験プログラムの両⽅に申請することも可能です。

市の登録を受けた習い事事業者等が提供する
主に以下に該当する継続的なサービス

 ⽂化・芸術教室
（英会話、⾳楽、絵画教室など）

 スポーツ教室・スポーツチーム
（野球、ダンス、⽔泳教室、

総合型地域スポーツクラブなど）
 学習教室【中学⽣のみ】

（進学塾、補習塾、家庭教師など）
 フリースクール、発達⽀援

市の登録を受けた団体や個⼈が提供する
主に以下に該当する単発のプログラム

 ⾃然体験・社会体験
（キャンプ、職場体験など）

 スポーツ・運動
（スキー教室、サッカー体験など）

 ⽂化・芸術
（楽器演奏体験、アートイベントなど）

 無料プログラム
（社会貢献や地域貢献を⽬的としたもの）

習い事 体験プログラム

参画パートナーの種類
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体験プログラムについて

普段の活動や取組みをもとに、⼦どもたちが気軽に参加できる体験プログラムをご提供ください。
なお、プログラム作りや実施に向けたご相談は、お気軽に運営事務局までお問合せください。

例1 習い事教室や学習塾が提供
 ピアノ教室の先⽣が、楽器を触って演奏できる

「楽器演奏体験イベント」を開催
 スポーツ教室が、元プロ選⼿による3⽇間限定の

「サッカー教室イベント」を開催

例1 習い事教室や学習塾が提供

習い事教室やプロが提供

 ダンスサークルが、⼩学⽣向けに「はじめてのダ
ンス教室」を開催

 料理クラブや⼦ども会などが、⼩中学⽣向けに
「パン作り体験イベント」を開催

例1 地域のクラブやサークルが提供例2

例1 習い事教室や学習塾が提供
 NPOやフリースクールが、居場所にきている⼦ど

もたち向けに「⾃然体験イベント」を開催
 ⼦ども⾷堂が、近隣の⼦どもたち向けに絵画・⼯

作等の「アートイベント」を開催

NPOや⼦ども⾷堂が提供例3

例1 習い事教室や学習塾が提供
 観光客に商品を提供しているお店が、「ブレス

レット作り、カフェアート体験」などを開催
 職場体験などを実施している企業が、「お仕事講

座・⼯場⾒学会」を開催

町の店舗や企業が提供例4

⼦どもたちに多様な選択肢をご提供ください



⼆次元コード利⽤
詳しくはP12

専⽤サイト受付タイプ
詳しくはP11

直接受付タイプ
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ポイントの利⽤⽅法について
受付タイプは2種類です。どちらのタイプでも⼆次元コード利⽤が可能です

参画パートナーがパソコン等で
専⽤サイトから

ポイント利⽤登録

利⽤者がスマートフォン等で
事前に専⽤サイトから
ポイントの利⽤を予約

利⽤者がスマートフォン等で
⼆次元コードを読み取って
その場でポイント利⽤登録

ポイント利⽤額は
ポイント利⽤登録時に

参画パートナーが任意⼊⼒
※1円単位で⼊⼒可能

事前に参画パートナーが
設定した固定の利⽤額を
利⽤者が予約・⾃動決済

直接受付タイプ
利⽤者側の任意⼊⼒額（※1円単位）

専⽤サイト受付タイプ
事前に設定した固定の利⽤額

なし
あり

※ 事前に参画パートナーが設定した
定員に達したら受付終了

なし

ポイントの
利⽤⽅法

詳しくはP9

利⽤額の
設定⽅法

システムでの
定員の管理

メリット

・予約/定員/決済をシステムで管理
（状況は随時お知らせ）
・事業者側でポイントの

登録⼿続き不要

・予約不要/現地決済が可能
・事業者によるポイントの

登録⼿続き不要

・予約/定員/決済を事業者が管理
・オンラインでの⼿続きが難しい

事業者はFAXで代⾏が可能
・利⽤額の個別対応が可能

・利⽤件数分、事業者側で
ポイントの登録⼿続きが必要

・⽀払いには利⽤者の承認が必要
注意点

・事前に⾦額の設定が必要
（３万円を超えるものは不可）

・在籍⽣以外も予約が出来てしまう
（確認とキャンセル⼿続きが必要）

・利⽤者がその場にスマート
フォンや⾃⾝のID/パスワードを
忘れた場合、ポイント利⽤不可

1 2

1

2



利⽤者
(⼩1〜中3)

事務局
(ﾎﾟｲﾝﾄｼｽﾃﾑ)

参画
パートナー

ｻｰﾋﾞｽ(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
へ申込1 ﾎﾟｲﾝﾄの

利⽤承認4

ﾎﾟｲﾝﾄｼｽﾃﾑへの
利⽤登録2

ｻｰﾋﾞｽ(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
の提供5

ﾎﾟｲﾝﾄの
利⽤分を⽀払6

ｻｰﾋﾞｽ(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)へ申込1

利⽤者は事業専⽤の検索サイトから、参加したいサービス・プログラ
ムを探し、直接参画パートナーへ申込みをします。
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ﾎﾟｲﾝﾄｼｽﾃﾑへの利⽤登録2

参画パートナーは、パソコン等を⽤いて、利⽤者コード（ngnから始
まるコード）、ポイント利⽤⽇、利⽤するポイント数等を⼊⼒して利
⽤登録データを作成します。

ﾎﾟｲﾝﾄの利⽤承認
3

②で利⽤登録データが作成されると、利⽤者にポイント利⽤の承認依
頼が通知されます。利⽤者は、ポイント利⽤の承認作業を⾏います。

ｻｰﾋﾞｽ(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)の提供5

参画パートナーは、サービスやプログラムを利⽤者に提供します。

ﾎﾟｲﾝﾄの利⽤分を⽀払6

利⽤登録データで設定されたポイント利⽤⽇の翌⽉15⽇（⾦融機関が
休業⽇の場合、翌営業⽇）に、利⽤されたポイント数に応じた⾦額（1
ポイントあたり1円）を、⻑野市から参画パートナーの指定⼝座に振込
みます。

ﾎﾟｲﾝﾄの利⽤
承認依頼(ﾒｰﾙ)3

4

ポイント利⽤・⼊⾦の流れ（直接受付タイプ）

詳細はP.10をご覧ください。



インターネットを利⽤してポイントの利⽤⼿続きを⾏います。
参画パートナーが以下のように利⽤登録データを作成し、利⽤者がそれを承認することで、
ポイント利⽤が確定します。
※特別なソフトは必要なく、パソコンやスマートフォンがあれば⼿続き可能です。
※オンラインでの利⽤⼿続きが難しい参画パートナーは、別の⽅法でポイント利⽤にかかる⼿続きが可能です。
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ポイント利⽤⼿続きイメージ（直接受付タイプ）



利⽤者
(⼩1〜中3)

事務局
(ﾎﾟｲﾝﾄｼｽﾃﾑ)

参画
パートナー

各種連絡
(必要な場合)3 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｻｰﾋﾞｽ)

へ申込1

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｻｰﾋﾞｽ)
の提供4

ﾎﾟｲﾝﾄの
利⽤分を⽀払

ﾎﾟｲﾝﾄの利⽤
完了通知(ﾒｰﾙ)2
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ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｻｰﾋﾞｽ)へ申込1

申込者情報の通知(ﾒｰﾙ)2

①で申込みが完了すると、システムから参画パートナーに、申込が
あった旨がメールにて通知されます。メールに記載しているURLから
ログインすると、申込者の情報が確認できます。
同時に、利⽤者にはポイントの利⽤完了通知が送信されます。

各種連絡3

参画パートナーは、必要に応じて利⽤者と連絡調整を⾏ってください。
(例：送迎やアレルギー確認が必要な場合等)

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｻｰﾋﾞｽ)の提供4

参画パートナーは、プログラムやサービスを利⽤者に提供します。

ﾎﾟｲﾝﾄの利⽤分を⽀払6

プログラム実施⽇（ポイント利⽤⽇）の翌⽉15⽇（⾦融機関が休業⽇
の場合、翌営業⽇）に、利⽤されたポイント数に応じた⾦額（1ポイン
トあたり1円）を、⻑野市から参画パートナーの指定⼝座に振込みます。

申込者情報の
通知(ﾒｰﾙ)2
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ポイント利⽤・⼊⾦の流れ（専⽤サイト受付タイプ）

利⽤者は事業専⽤の検索サイトから、参加したいプログラム・サービ
スを探し、そのまま検索サイト上で参加申込みをします。
※ ⾃動的にポイント利⽤登録データが作成されるため、参画パート
ナーは⼿続き不要です。

ﾎﾟｲﾝﾄ利⽤分の振込依頼5

参画パートナーは、⽉末までに、システムから利⽤確定処理を⾏い、
⻑野市へ振り込みを依頼します。ﾎﾟｲﾝﾄ利⽤分の

振込依頼5



利⽤者
(⼩1〜中3)

事務局
(ﾎﾟｲﾝﾄｼｽﾃﾑ)

参画
パートナー

実施場所で
ｺｰﾄﾞを掲⽰1 ｺｰﾄﾞを読取って

利⽤登録2

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｻｰﾋﾞｽ)
の提供3

ﾎﾟｲﾝﾄの
利⽤分を⽀払
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実施場所でｺｰﾄﾞを掲⽰1

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｻｰﾋﾞｽ)の提供3

参画パートナーは、プログラムやサービスを利⽤者に提供します。

ﾎﾟｲﾝﾄ利⽤分の振込依頼4

参画パートナーは、⽉末までに、システムから利⽤確定処理を⾏い、⻑野
市へ振り込みを依頼します。

5

ポイント利⽤・⼊⾦の流れ（⼆次元コード利⽤）

参画パートナーは、専⽤サイトからダウンロードした⼆次元コード（⾦額
固定/任意を選択可）を実施場所等に掲⽰します。

ｺｰﾄﾞを読取って利⽤登録2

利⽤者は、スマートフォン等を⽤いて、⼆次元コードを読取ります。
【⾦額固定コード】→専⽤サイト受付タイプの場合、事前に参画パート
ナーが設定したポイント数が表⽰されます。問題がなければ、利⽤者はそ
のまま決済に進みます。
【⾦額任意コード】→直接受付タイプの場合、利⽤者は、利⽤するポイン
ト数を任意に⼊⼒し、決済へ進みます。

ﾎﾟｲﾝﾄの利⽤分を⽀払5

プログラム実施⽇（ポイント利⽤⽇）の翌⽉15⽇（⾦融機関が休業⽇の
場合、翌営業⽇）に、利⽤されたポイント数に応じた⾦額（1ポイントあ
たり1円）を、⻑野市から参画パートナーの指定⼝座に振込みます。

ﾎﾟｲﾝﾄ利⽤分の
振込依頼4

sample
⼆次元コード（例）



利⽤先検索サイト
https://nagano-hakken.jp/programs/search/
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STEP３
WEB掲載

• 参画パートナーの情報は、利⽤者向けのポイント利⽤先検索サイトに掲載
し、利⽤者へご案内いたします。

• 事業開始以降、登録申請から2週間を⽬安に検索サイトへ掲載します。体
験プログラムを申請の際は、余裕を持った予約期間、開催⽇の設定をお願
いいたします。

STEP１
登録申請

• 専⽤サイトでアカウントを発⾏してください。
• 発⾏されたアカウント情報をもとにログインし、WEB申請を⾏います。

詳細はP14をご覧ください。
• 郵送での申請をご希望の⽅は運営事務局までご連絡ください。

STEP２
審査・登録

• 運営事務局にて書類確認や必要に応じて実地調査を⾏います。
• 書類に不備がある場合、再提出をしていただく場合があります。
• 登録の決定はメールにて通知します。「参画パートナーの⼿引き」など

の必要書類は、メールの通知から1週間を⽬安に郵送します。

登録までの流れ



https://nagano-hakken.jp/provider/form/
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「みらいハッ！ケン」プロジェクト事業者サイト

「みらいハッ！ケン」プロジェクト専⽤サイトよりご申請ください。

必要書類対象者

法⼈の登記事項証明書の写し（発⾏から3ヶ⽉以内のもの）法⼈

1 団体規約および役員名簿任意団体

本⼈確認書類（運転免許証（両⾯）、マイナンバーカード（表⾯のみ）等の写し）個⼈事業主
サービス内容（活動内容）及び費⽤が記載された⽂書（チラシ・パンフレット等）
※ ホームページに同内容が記載されている場合は、URLの提出で代えられます。

全員2

⼝座情報が確認できる書類（通帳の写し等）全員3

３ヶ⽉以上のサービス提供実績を⽰す書類（パンフレット、団体概要等）
※ ホームページにサービス提供実績を⽰す記載がされている場合は、URLの提出で代えられます。

習い事のみ4

• 左記より事業者サイトにアクセスし、アカウントの発⾏を⾏ってください。
※ アカウントの発⾏はどなたでも可能です。申請の際に別途審査を⾏います。

• 発⾏したアカウント情報でログインし、申請画⾯で必要事項を⼊⼒してください。
• 以下の書類をデータにて添付いただきます。予めご準備のうえ、お進みください。
• 郵送で申請される⽅は、本事業HPより登録申請書を印刷のうえ、運営事務局(送付先は

最終⾴参照)へ郵送でご提出ください。
• 登録申請書の紙⾯送付をご希望の⽅は運営事務局までご連絡ください。

登録申請の⽅法
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Q. 事業主や法⼈の所在地が⻑野市外だが、ポイントの利⽤先として申請・登録は可能か？
A. 事業主や法⼈の所在地が⻑野市外の⽅でも、サービス提供場所が⻑野市内であればポイントの利⽤先として申請・登録いた

だけます。サービス提供場所が⻑野市外の場合は、事業主や法⼈の所在地に関わらず、原則として登録できません
（習い事の場合は、近隣市町村に限り登録可能です）。ただし、特別に⻑野市が認めるケースなど例外的に登録が認められる

合もあります。

Q. 任意団体で申請する場合、申請者の住所はどのように記載すればいいか？
A. 実際の活動場所ではなく、代表者や事務局など連絡の取れる住所を記載してください。

Q. 個⼈で営業しているため、参画パートナーとして登録しても本名や⾃宅を公表したくない。
A. お申し出いただければ、ホームページへの掲載事項についてはある程度考慮いたしますので、運営事務局にご相談ください。

Q. 親⼦・兄弟で参加する場合、親やポイント対象外の兄弟の参加費はどうすればいいか？
A. 保護者やポイント対象外の⽅が⼀緒に参加する場合で参加費が必要な場合は、他の⽀払⽅法で別途徴収してください。

原則としてポイント対象外の⽅の参加費を含めて⽀払うことはできません。

Q. 習い事と体験プログラムどちらも登録したいがどうすればいいか。
A. 両⽅に申請・登録可能です。事業者が同⼀であれば、事業者情報の登録⼀つに対し、習い事や体験プログラムを複数登録

することが可能です。まず最初に事業者情報登録をした後、引き続き事業者マイページの「習い事・体験情報登録・確認」
から「新規登録」で習い事や体験プログラムの情報をご登録ください。習い事・体験情報のご登録を繰り返すと複数の情報
が申請できます。

よくある質問

その他の質問は、専⽤サイトに掲載しています。



⻑野市⼦どもの体験・学び応援事業運営事務局
〒380-0935
⻑野県⻑野市中御所1-53-1 株式会社ながのアド・ビューロ1F

TEL 050-5538-3980（平⽇10:00〜18:00 ）
Mail info@nagano-hakken.jp

＊⼟⽇祝⽇及び年末年始（12/29〜 1/3）を除く
＊本事業の運営は、公益社団法⼈チャンス・フォー・チルドレン

及び株式会社ながのアド・ビューロが実施しています。


